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公 示 日：2026年 4 月 22日（水） 

調達管理番号：26a00096 

国 名：マレーシア国 

担 当 部 署：社会基盤部資源・エネルギーグループ第二チーム  

調 達 件 名：マレーシア国鉱物資源バリューチェーン構築のための能力強化プロ

ジェクト（業務調整）（現地滞在型） 

適用される契約約款： 

・「事業実施・支援業務用（現地滞在型）」契約約款を適用します。これに伴い、契

約で規定される業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として

整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せ

ずに積算してください。（全費目不課税） 

 

1. 担当業務、格付、期間等 

（１） 担当業務 ：業務調整  

（２） 格 付  ：４号 

（３） 業務の種類：専門家業務 

（４） 在勤地：プトラジャヤ市 

（５） 全体期間：2026年 6月中旬から 2028 年 4月上旬 

（６） 業務量の目途：18人月 

 

2. 業務の背景 

レアアースは先端技術産業に不可欠な材料であり、電気自動車に使われる強

力な磁石、風力発電のタービン、スマートフォンやパソコンの部品、さらに防衛

装備に至るまで、レアアースなしでは製造することができない。特に脱炭素社会

を目指す中で、EV や再生エネルギー設備の需要拡大に伴い、レアアース需要も

飛躍的に増加することが予想されている。一方で、生産地が偏在し、代替も利き

にくいため、その安定確保が各国の経済安全保障と産業競争力に直結する重要

課題となっている。 

マレーシア国は、マンガン、錫、ボーキサイト、鉄鉱石などの鉱物資源を生産

しているが、近年、マレーシア政府は国内に 1620万トンの未開発のレアアース

資源があることを発表した。レアアース資源には様々なタイプの鉱床タイプが

存在するが、マレーシア国に賦存するレアアース資源の大部分は花崗岩の風化
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プロセスに伴われるイオン吸着型鉱床であり、付随する放射性元素の含有量が

少ない優良な資源である。マレーシア国では中国企業によるパイロットプラン

トによりレアアースの生産が開始されているが、生産および抽出技術はマレー

シア国に対して共有されていない 

JICA は、2026 年 2 月から 2028 年 3 月までマレーシアにおいて「鉱物資源バ

リューチェーン構築のための能力強化プロジェクト」を実施し、レアアース資源

の調査、分析及び開発手法検討にかかる政府機関の能力向上を図る。 

本プロジェクトにおける業務調整員は、関係者（日本側、マレーシア側、JICA

主管部）を適切に補佐し、プロジェクト関係者間の調整及びコミュニケーション

の円滑化と事業の進捗管理および促進により、効果的なプロジェクトの推進に

寄与することを目指し、業務を担当する。  

なお、「案件概要表」は別紙のとおり。 

 

3. 期待される成果 

➢ 経理業務を中心としたプロジェクト運営管理業務（そのほかに総務、資機材調

達）が適切に行われ、進捗状況に対応した各種報告書が遅延なく提出される。 

➢ プロジェクトの安全上・事業実施上・成果達成上のリスクが察知・掌握され、プ

ロジェクト関係者の合意の下、適切な対応がなされる。 

➢ プロジェクト関係者間の意思疎通が円滑に図られ、プロジェクトの投入（日本側

の投入、相手国実施機関の投入）が計画的に執行され、プロジェクトの活動が計

画どおりに実施される。 

➢ プロジェクト・デザイン・マトリックスに沿った投入・活動・成果・プロジェク

ト目標・上位目標の達成状況が取りまとめられ、適時適切なモニタリング評価が

行われる。 

➢ 日本側の事務、会計、庶務が規則どおりにかつ効果的に行われる。 

 

4. 業務の内容 

円滑な事業実施、そのための関係者間の連携促進、連絡・調整等を担い、下記の

業務を担う。 

＜運営管理・調整業務＞ 

１）日本側の活動を支援し、また相手国実施機関との協議を踏まえ、協力

計画(報告書等)のとりまとめ支援を行う。 
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２）各種計画(専門家派遣計画、研修員受入計画、供与機材調達計画、在外

事業強化費執行計画等)の進捗状況の管理を行う。計画に大きな変更が生じ

た際には、速やかに JICAに報告を行う。 

３）合同調整委員会への参加等を通じ、相手国実施機関のプロジェクト実

施計画(インプットの規模等、プロジェクトを取り巻く環境)の把握を行う。 

４）プロジェクトの進捗状況の管理のため、モニタリングシートの作成を

支援する。 

５）プロジェクトの投入管理、各種報告書の作成、会計、広報、庶務を行

う。また、プロジェクト関係者間の窓口として、コミュニケーションの円

滑化を図るとともに、関係機関との会議の開催補助と参加を通じ、実績の

把握を行う。 

６）ジェンダー主流化や気候変動対策に関する活動の推進、本部への定期

的な報告、法的文書の整備支援、署名式等の現地調整などを行う。 

７）プロジェクトの円滑な実施に支障が生じた場合、日本・マレーシア側

の関係機関と連携し、その解決にあたる。 

８）日本側専門家の活動に伴う公金管理、物品管理、事務・会計・庶務を取

りまとめ、その計画的な執行を図る。 

９）日本側の専門家等が現地渡航する際に、必要な安全管理に関する情報

の周知業務などにあたる。 

１０）日本側の資機材調達において、進捗を記録するとともに、本邦で調

達された機材の免税通関手続きの支援も行う。 

１１）相手国、JICA、日本人専門家間の連絡・調整役として、JICA事務所

等と協議をしつつ、活動の効率化を図るとともに、必要な広報対応・情報

収集を行う。 

１２）プロジェクト進行に支障となる事項(機材通関、C/Pの配置、相手国

の予算等）に常時注意を払い、問題が生じた場合には、相手国、日本大使

館、JICA事務所等について十分に協議し、その打開策を見つけ出すととも

にその解決の促進を図る。 

 

簡易プロポーザルで特に具体的な提案を求める事項は以下の通り。 

№ 提案を求める項目 業務の内容での該当箇所 
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１ 活動を円滑に進めるための日本・マレ

ーシア側との連絡・調整 

運営管理・調整業務５ 

２ 民間企業等への情報収集・広報手法 運営管理・調整業務 11 

 

また、簡易プロポーザルで求める類似業務経験及び語学は以下の通りです。 

類似業務経験の分野 技術協力プロジェクトに係る各種運営管理調整業務 

語学の種類 英語 

 

5. 提出を求める報告書等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作成

する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガ

イドライン」を参照願います。 

 

6. 業務上の特記事項 

（１） 業務日程／執務環境 

① 現地業務日程 

現地渡航は 9月中旬出発を想定していますが、公用旅券発給や受入れ確認の

取付状況により前後する可能性があります。具体的な渡航開始時期等に関し

ては JICAと協議の上決定することとします。 

 

② 現地での業務体制 

 
1 個人コンサルタントの場合は、最初の報告書は、２か月目終了後に速やかに提出する。 

報告書名 提出時期 提出先 部数 言語 形態 

3か月報告書 渡航開始より 3カ月

ごと1 

国際協力調達部（CC:

社会基盤部） 

－ 日本語 電子データ 

業務進捗報告書 渡航開始より 6カ月

ごと 

国際協力調達部 

（CC:社会基盤部、マ

レーシア事務所） 

－ 日本語 電子データ 

業務完了報告書  契約履行期限末日 社会基盤部（CC:国際

協力調達部、マレー

シア事務所） 

－ 日本語 電子データ 
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本業務に係る現地業務従事者は以下の通りです。 

ア 業務主任者（1名） 

イ 資源地質調査（10名） 

ウ 鉱物処理（3名） 

エ 環境評価/保全（6名） 

 

本プロジェクトでは日本側専門家（秋田大学）が現地渡航及び C/Pが日本国

内での技術研修を計画している。2026 年 9 月以降のプロジェクト計画は、

秋田大学の現地渡航を 2026 年 12 月、2027 年 2 月、3 月、8 月、9 月に予定

している。また C/P 技術研修を 2026 年 11 月、2027 年 6 月に予定している

（2026年 4月現在）。 

 

（２） 参考資料 

本業務に関する以下の資料を JICA社会基盤部資源・エネルギーグループから

配付しますので、imgne@jica.go.jp宛にご連絡ください。  

・署名済みの討議議事録（Record of Discussions：R/D） 

・業務計画書（2026年 2月） 

 

7. 選定スケジュール 

№ 項目 期限日時 

1 簡易プロポーザル等の提出期限 2026年 5月 14日 12時まで 

2 プレゼンテーション実施案内 2026年 5月 25日まで  

3 プレゼンテーション実施日 2026年 5月 28日 16時～17時30分 

4 評価結果の通知 2026年 6月 2日まで  

 

8. 応募条件等 

（１） 参加資格のない者等：特になし  

（２） 家 族 帯 同：可 

 

 

9. 簡易プロポーザル等提出部数、方法 

（１） 簡易プロポーザル提出部数   ： 1部 
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（２） プレゼンテーション資料提出部数： 1部 

（３） 提 出 方 法  ： 国際キャリア総合情報サイト PARTNER

を通じて行います。（https://partner.jica.go.jp/） 

具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「コンサルタント等契約の応募者向

け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER操作マニュアル」をご参照くださ

い。 

（https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E

4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5

%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf） 

 

10. プレゼンテーションの実施方法 

簡易プロポーザル評価での合格者のうち上位 2 者に対し、プレゼンテーショ

ンを上述の日程にて実施します。同評価も踏まえて、最終的な契約交渉順位を

決定します。プレゼンテーション実施案内にて、詳細ご連絡します。また、実

施時の資料についてはプロポーザル提出時に併せてご提出ください。 

 

・実施方法：Microsoft-Teamsによる（発言時カメラオンでの）実施を基本と

します。 

・一人当たり、プレゼンテーション 10分、質疑応答 15分を想定。  

・使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 

・プレゼンテーションでは、「業務実施方針」を説明。  

・業務従事者以外の出席は認めません。 

・原則として当方が指定した日程以外での面接は実施しません。貴方の滞在地

によっては、時差により深夜や早朝の時間帯での案内となる場合がございま

す。予めご了承ください。 

・競争参加者（個人の場合は業務従事者と同義）が、自らが用意するインター

ネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams のカメラオンでのプレゼン

テーションです。（Microsoft-Teams による一切の資料の共有・表示は、プ

ロポーザル提出時に提出された資料を含めて、システムが不安定になる可

能性があることから認めません。）指定した時間に Teams の会議室へ接続い

ただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用

については、競争参加者の責任・負担とします。 

 

https://partner.jica.go.jp/
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
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11. 簡易プロポーザル・プレゼンテーションの評価項目及び配点 

（１） 業務の実施方針等： 

① 業務実施の基本方針、実施方法 36点 

② 業務実施上のバックアップ体制 4点 

（２） 業務従事者の経験能力等： 

① 類似業務の経験 20点 

② 語学力 10点 

③ その他学位、資格等 10点 

④ 業務従事者によるプレゼンテーション 20点 

（計 100点） 

 

12. 見積書作成に係る留意点 

見積書は、契約交渉に間に合うよう、事前に提出をお願いします。 

本公示の積算を行うにあたっては、「業務実施契約（現地滞在型）における経理

処理・契約管理ガイドライン」を参照願います。 

https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/residen

t.html 

（１） 報酬等単価 

① 報酬： 

家族帯同の有無 本人のみ（家族帯同無） 家族帯同有 

月額（円/月） 法人 1,008,000 1,144,000 

個人 763,000 898,000 

 

② 教育費： 

就学形態 3歳～就学前 小・中学校 高等学校 

月額（円/月） 日本人学校 43,000 73,800 - 

インターナショ

ナルスクール／

現地校 

240,300 272,200 

 

③ 住居費：1,000ドル／月  

④ 航空賃（往復）：556,340円／人 

 

https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/resident.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/resident.html
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（２） 便宜供与内容 

ア） 空 港 送 迎：到着時のみ、便宜供与あり 

イ） 住居の安全：安全な住居情報の提供および住居契約前の安全確認あり 

ウ） 車両借上げ：なし 

エ） 通 訳 傭 上：なし 

オ） 執務スペースの提供：マレーシア鉱物・地科学局（Department of Mineral 

and Geoscience Malaysia (JMG)内における執務スペース提供（ネット環

境完備予定） 

カ） 公用旅券：日本国籍の業務従事者／家族は公用旅券を申請 

日本国籍以外の場合は当該国の一般旅券を自己手配 

 

（３）安全管理 

現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況について

は、JICAマレーシア事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業

務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこ

ととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を

行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る

様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザ

ルに記載してください。また、契約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情

報の入力をお願いします。詳細はこちらを参照ください。

https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/20240308.ht

ml 

 

（４）臨時会計役の委嘱 

業務に必要な経費については、JICA マレーシア事務所より業務従事者に対し、

臨時会計役を委嘱する予定です（当該経費は契約には含みませんので、見積書への

記載は不要です）。関連するオリエンテーション（オンデマンド）の受講が必須と

なります。 

 臨時会計役とは、会計役としての職務（例：経費の受取り、支出、精算）を必要

な期間（例：現地出張期間）に限り JICA から委嘱される方のことをいいます。臨

時会計役に委嘱された方は、「善良な管理者の注意義務」をもって、経費を取り扱

うことが求められます。 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
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（５）その他留意事項 

派遣前（後）業務を委嘱する可能性があります。 

  

以上 
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【別紙】  

作成日：2026年 1 月 8日  

業務主管部門名：社会基盤部  

課名：資源・エネルギーG第二課  

  

案件概要表 

  

１．案件名（国名）  

                           

国 名： マレーシア   

案件名： 鉱物資源バリューチェーン構築のための能力強化プロジェクト 

   

  Project for Capacity Development for Value Chain Development in 

Mining Sector   

２．事業の背景と必要性   

                    

レアアースは先端技術産業に不可欠な材料であり、電気自動車に使われる強力な

磁石、風力発電のタービン、スマートフォンやパソコンの部品、さらに防衛装備

に至るまで、レアアースなしでは製造することができない。特に脱炭素社会を目

指す中で、EVや再生エネルギー設備の需要拡大に伴い、レアアース需要も飛躍的

に増加することが予想されている。一方で、生産地が偏在し、代替も利きにくい

ため、その安定確保が各国の経済安全保障と産業競争力に直結する重要課題とな

っている。  

日本はこのレアアースの国内需要のほとんどを輸入に頼っており、直近の 2023年

統計では約 7割を中国に依存している。そのため供給源の多様化が課題となって

いる。レアアースの安定供給は一国で完結する課題ではなく、同盟国・友好国と

の連携も不可欠である。日本は米国や欧州、オーストラリア、カナダなどと協調

し、「中国からの脱却」に向けた国際的枠組みに参加している。その代表的なもの

として 2022年に発足した鉱物安全保障パートナーシップ（MSP：Minerals 

Security Partnership）があり、これはサプライチェーンを多元化するイニシア

ティブである。  

マレーシア国は、マンガン、錫、ボーキサイト、鉄鉱石などの鉱物資源を生産し

ているが、近年、マレーシア政府は国内に 1620万トンの未開発のレアアース資源

があることを発表した。レアアース資源には様々なタイプの鉱床タイプが存在す

るが、マレーシア国に賦存するレアアース資源の大部分は花崗岩の風化プロセス

に伴われるイオン吸着型鉱床であり、付随する放射性元素の含有量が少ない優良
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な資源である。マレーシア国では中国企業によるパイロットプラントによりレア

アースの生産が開始されているが、生産および抽出技術はマレーシア国に対して

共有されていないことから、マレーシア国の首相は政府主導のレアアース資源開

発プロジェクトの開始を提言している。このような状況の中、日本に対しマレー

シア政府主導のレアアース資源開発のための技術協力の要請が挙げられた。 

       

３．事業概要   

                           

1. 事業目的     

本業務は、マレーシア国におけるレアアース資源の調査、分析及び開発

手法検討にかかる政府機関の能力向上を図ることを目的に実施される。  

2. プロジェクトサイト／対象地域名  

マレーシア国 Perak州      

3. 本事業の受益者（ターゲットグループ）  

直接受益者： Department of Mineral and Geoscience Malaysia  

最終受益者： マレーシア国民   

4. 総事業費（日本側）  

予算額：1.3億円（予定）  

5. 事業実施期間  

2026年 1月～2年間  

6. 相手国実施機関  

監督機関： Ministry of Natural Resources 

and Environmental Sustainability  

実施機関： Department of Mineral and Geoscience Malaysia  

7. 国内実施機関  

国立大学法人 秋田大学  

8. 投入（インプット）     

1）日本側   

1. 専門家派遣（資源地質学、金属鉱床学、鉱物学、資源開発工学、

湿式分離工学、環境化学、環境地質学）  

2. 研修員受け入れ：  

   ・鉱物学的・岩石学的研究分野：各年次 2名、合計 4名  

   ・鉱物処理研究分野：各年次 2名、合計 4名  

   ・鉱業政策研究分野：各年次１名、合計 2名  

3. 機材供与：  

   ・ポータブル蛍光Ｘ線分析器  
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  ・ハンドオーガー  

   ・GPS  

2）マレーシア国側  

1. カウンターパートの配置  

2. 案件実施のためのサービスや施設、現地経費の提供  

3)他事業、他開発協力機関等との連携・役割分担  

1. 我が国の援助活動：特になし  

2. 他の開発協力機関等の援助活動：本事業の実施機関および関係機

関の他ドナーによる重複事業はない。  

環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類  

1）環境社会配慮   

1. カテゴリ分類：C  

2. カテゴリ分類の根拠：  

本プロジェクトは「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2022年 1月

公布）上、環境や社会への望ましくない影響が最小限かあるいはほとんどな

いと考えられるため。  

3. 横断的事項：特になし  

4. ジェンダー分類：対象外  

＜活動内容／分類理由＞   

その他特記事項：特になし  

  

４．事業の枠組み   

                        

1. 上位目標：  

重要鉱物資源の産業エコシステムに関わるマレーシアの経済バリューチェ

ーンが強化される。  

• 指標及び目標値  

重要鉱物資源開発のためのプロジェクトへの投資  

2. プロジェクト目標  

重要鉱物資源に係る調査及び開発計画策定能力の向上を通じ、開発手法が

確立される。  

• 指標及び目標値  

開発有望地域の選定とそのための手順書（報告書）の作成  

3. 成果  

１）重要鉱物資源開発に係る理解が向上される。  

２）重要鉱物資源のポテンシャルサイトが特定される。  
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３）サイトにおける適切な手法が確立される。  

４）プラントサイトの環境評価・保全手法が確立される。  

4. 主な活動  

1－1）重要鉱物資源開発に係るワークショップが実施される。  

1－2）本邦研修が実施される。  

2－1）地質概査（現地踏査、鉱物学的・岩石学的考察、サンプル分析等）

を通じたポテンシャルサイトの特定  

2－2）オーガー掘削によるグリッドサンプリングを行い、地下深部におけ

る重要鉱物資源分布の把握を通じた、ターゲットエリアの特定。  

3－1）室内リーチング試験及び原位置リーチング試験。  

3－2）浸出液からのレアアース濃縮回収と炭酸塩の生成試験。  

4－1）環境影響評価手法の検討  

4－2）環境保全対策方法の検討  

（５）本邦研修：短期研修  

1. 鉱物学的・岩石学的研究分野  

2. 鉱物処理研究分野  

  

５．前提条件・外部条件  

                           

1. 前提条件  

マレーシア政府が本事業に必要な情報を JICA専門家に適切に提供する。  

2. 外部条件  

有能で経験豊富なカウンターパートを適切に配置する。   

  

６．過去の類似案件の教訓とへの本事業適用    

               

 本事業では地質調査と室内試験が主たる業務内容となることから、ともす

れば相手国技術者と日本側技術者がそれぞれで業務を遂行してしまいがちで

ある。本事業が技術協力調査であることを念頭に置き、協業を旨として実施

する必要がある。そのため、2006～2008年の「ラオス国鉱物分野投資促進の

ための地質・鉱物資源情報整備計画調査」、2016～2018年の「パプアニュー

ギニア国鉱業環境行政能力向上プロジェクト」等において調査方針として掲

げられ、実施されたように、現地では常にカウンターパートの技術者ととも

に共同で調査を行い、収集したデータを共同で解析するとともに、室内試験

については試験結果の共有を心掛けなければならない。また、適宜オンライ

ンでの経過や結果の発表を実施することで、現地作業期間外においても情報
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を共有し、課題を協議しながら協業して取り組み、技術移転を行うことが重

要である。  

  

  

以上  

 


